
○個人事業税に係る不動産貸付業の取扱いについて 

                 （昭和５９年６月２日 総務部長通達） 

 

  このことについては、「個人事業税に係る不動産貸付業及び駐車場業の取扱いにつ

いて」（昭和５８年４月２１日付け税第５９号）により取扱っているところであるが、

不動産貸付業の認定について適正を期するため、下記のとおり取扱うこととしたので

通知します。 

                     記 

 不動産貸付業の貸付不動産の状況が、「地方税法及び同法施行に関する取扱いについ

ての依命通達（道府県税関係）」第３章４（３）及び「個人事業税における不動産貸付

業の認定について」（昭和５６年９月２５日自治府第８５号）１若しくは２に定める基

準を満さない場合にあっては、当該貸付不動産に係る収入金額が年額８５０万円以上で

あるものについては、不動産貸付業と認定してさしつかえないものとして取扱っている

ところであるが、土地のみの貸付けについては、当該不動産に係る収入金額が年額８５

０万円以上のものであっても、不動産貸付業として認定しないことが適当であること。

また、住宅及び住宅以外の建物（以下「住宅等建物」という。）を貸付けている場合又

住宅等建物と土地を併せて貸付けている場合で、当該貸付けに係る収入金額が年額８５

０万円以上である場合でも、当該貸付けに係る住宅等建物の延床の総面積が６００㎡未

満である場合には、不動産貸付業として認定しないことが適当であること。 

 なお、この取扱いは、昭和５８年度課税分の不動産貸付業から適用することとするの

で、事務処理上遺憾のないよう願います。 

 


